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(3) 毒物劇物監視 

毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物販売業者等に対して実施した。 

平成22年度は、農薬危害防止運動月間及び一斉取締り期間を中心に実施し、監視状況は表3-(3)のとおり76件の

監視を実施し、5件の違反が認められた。 

 

表３－(３) 毒物劇物監視状況                   （単位：件） 
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平 成 2 0 年 度 176 39 5 - - - - 1 - - - - - 5 - - - - - - 

平 成 2 1 年 度 164 63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

平 成 2 2 年 度 158 76 5 - - 5 1 1 - - - - - 5 - - - - - - 

製 造 業       9 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

輸 入 業       2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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薬 局       50 28 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

一般販売業       16 7 1 - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - 

薬種商販売業 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

農業協同組合 4 4 1 - - 1 1 - -   - - - - 1 - - - - - - 

種 苗 店       4 3 2 - - 2 - - -   - - - - 2 - - - - - - 

そ の 他       61 5 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - - - 
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理業 
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毒物劇物
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7 2   - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

しろあり

防除事業 
- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

法第22条 

第5項の者 
- 25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

特定毒物研究者 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

特定毒物使用者 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

そ の 他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                     

(4) 麻薬、覚せい剤等立入検査 

麻薬の管理保管については、県薬務課と共同で立入検査を実施し、指導しているが、保健所独自でも、医療機関

立入検査の際にその管理の適正化について指導を行った。 

 

(5) 不正大麻、けし撲滅運動 

大麻取締法及びあへん法により、一般に栽培が禁止されている「野生大麻」と「けし」については、平成22年5

月1日から6月30日まで「不正大麻・けし撲滅運動」を実施した。 

 

 (6) 覚せい剤等薬物乱用防止対策 

近年、覚せい剤等薬物の乱用が社会問題となっていることから、千葉県薬物乱用防止指導員で構成する千葉県

薬物乱用防止指導員市川健康福祉センター地区協議会が中心となり、街頭啓発活動や薬物乱用防止教室等を実施

し、薬物乱用のない社会環境づくりに努めている。 
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４ 献血推進事業 

千葉県赤十字血液センターが実施している献血事業に対し、管内市献血推進協議会と協力して、工場、事務所、

学校、その他住民に献血思想の普及と献血事業の円滑な推進を図っている。 

当管内の平成22年度の献血目標は10,910人(献血者数)であり、この目標を達成すべく当健康福祉センターでは

献血推進協議会を開催し、管内各市と献血確保対策等について協議するとともに、7月の「愛の血液助け合い運動」、

8月の「千葉県公務員職場献血推進月間」、1月の「はたちの献血」キャンペーン、3月の「千葉県献血推進強調月

間」において、広報活動と街頭献血を実施した。 

なお、献血実績は表 4 のとおりであるが、管内としての目標達成率は、全血献血(200ml)で 121.0%、全血献血

(400ml)で74.4%であった。 

 

表４   献 血 実 施 状 況 

区 分 

 

年 度 

全血献血 (200ml) 全血献血 (400ml) 成 分 献 血 

目標数 
(人) 

採血数 
（人） 

達成率 
（％） 
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(人) 

採血数 
（人） 

達成率 
（％） 

目標数 
(人) 

採血数 
(人) 

達成率 
（％） 

平成 20 年度 2,370 2,420 102.1 7,970 5,187 65.0 - - - 

平成 21 年度 2,090 2,566 122.8 8,220 6,249 76.0 - - - 

平成 22 年度 2,080 2,517 121.0 8,830 6,567 74.4 - - - 

市 川 市 1,280 1,444 112.8 5,940 4,241 71.4 - - - 

浦 安 市 800 1,073 134.1 2,890 2,326 80.5 - - - 

 

５ 地域保健医療計画の推進 

千葉県保健医療計画は昭和 63 年に策定され、以後、四度にわたる全面改定を行いながら各種保健医療施

策を推進してきた。現計画は、平成23年4月に改定されたものである。 
同計画の設定する二次保健医療圏として、当保健所地域は、習志野保健所及び船橋市保健所管内の4市と

ともに、東葛南部保健医療圏となっている。 
この医療圏域を基本として、健康づくり・医療・福祉の各種施策を展開することにより、一層の保健医療

計画の定着が図られるよう取り組みを進めていく。 
 
医療体制の整備 
１ 施設相互の機能分担および業務の連携 
２ 地域医療体制の整備 
３ 救急医療等の確保 
４ 保健・医療従事者の養成確保 

 
 
６ 情報の収集・整理・活用 

（１） 人口動態統計 
ア 人口動態総覧 

管内の平成21年10月1日現在の人口は639,928人で、前年同期より4,861人増加した｡また、出生総数が

昨年より13人増加し、出生率(人口千対)は9.8で、県の8.4、全国の8.4を上回っている。死亡数は昨年よ

り142人増加したが、死亡率(人口千対)は5.8で、県の7.7、全国の9.0を下回っている。 

また、母子保健の指標である乳児死亡率(出生千対)は 3.0（県：2.6、全国：2.4）、新生児死亡率(出生千

対)は2.4（県：1.4、全国：1.2）、周産期死亡率(出生千対)は6.3（県：5.1、全国：4.2）でいずれも県、全

国を上回っている。 

婚姻率(人口千対)は7.9で、県の5.8全国の5.6を上回っている。離婚率(人口千対)は2.2で、県2.0、

全国2.0を若干上回っている。  
 


